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部落差別（同和問題）ってどんな問題？
部落差別は、日本の長い歴史の中で形づくられた身分制度を発端とし、

一部の人たちが特定の地域出身であることや、そこに居住していたこと
を理由に日常生活における言動、就職や結婚といった人生の節目等にお
いて嫌な思いや不当な扱いを受けるといった問題です。

計画策定の背景と目的は？
平成 28 年 12 月に情報化の進展に伴い差別の状況が変化していること

を踏まえ、「部落差別の解消の推進に関する法律（以下「部落差別解消
推進法」）」が制定されましたが、平成 29 年度に３件の部落差別に該当
する差別事件が発生しました。こういったことから、町においても令和
元年 10 月から「湯浅町部落差別をなくす条例（以下「町条例」）」を施行し、
部落差別解消推進法、町条例の周知に努めています。
町条例において、計画をつくることが定められており、令和２年度か

ら実施した調査結果に基づき、部落差別の解消を目的とした５年間の基
本的な取組を示したのが、「湯浅町部落差別解消推進基本計画（以下「基
本計画」）」です。

部落差別の現状と課題
平成 14 年度から令和６年度までの 22 年間で 19 件の部落差別に該当

する差別事件が発生しています。また、部落差別解消推進法の施行以後、
４件の差別事件が発生しています。
また、基本計画策定の基礎資料とするための意識調査等では次のよう

な結果が出ています。
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【問】仮にあなたの家族が結婚しようとする相手が、 

被差別部落出身であることがわかったとき、あなたはどうしますか。 
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忌避意識（結婚） 【％】 n=665

何も気にすることはないので、結婚に賛成する

少しは気にするが、結婚は当人どうしの合意が尊

重されるべきなので、本人の意志にまかせる

本人の意志にまかせるべきだとは思うが、できる

ことならやめてほしい

その他の家族や親せきの反対があれば、結婚に反

対する

相手の出身地域が気になるので、結婚に反対する

わからない

 部落差別解消推進法や町条例の内容まで認知している方は、結婚に対す

る忌避意識が低い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】あなたは、部落差別（同和問題）を解消するために、次にあげる施

策や対応はどの程度効果的だと思いますか。 

※「非常に効果的」、「やや効果的」の割合が高い上位３施策のみ記載 
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法令認知に対する忌避意識（結婚） 【％】

気にせず賛成 気になるが本人の意志にまかせる

できることならやめてほしい 家族、親戚等の反対があれば反対

出身地が気になるので反対 わからない
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【問】仮にあなたの家族が結婚しようとする相手が、被差別部落出身で
あることがわかったとき、あなたはどうしますか。

部落差別解消推進法や町条例の内容まで認知している方は、結婚に対
する忌避意識が低い傾向にあります。
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【問】あなたは、部落差別（同和問題）を解消するために、次にあげる
施策や対応はどの程度効果的だと思いますか。
※「非常に効果的」、「やや効果的」の割合が高い上位３施策のみ記載
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部落差別解消のための取組内容
１．人権相談体制等の推進

相談対応マニュアルの作成、人権相談や差別事象に対応するための
職員研修の実施等の取組を推進します。

２．隣保事業の推進
総合センター、各文化会館において、相談体制の充実や各教室の充

実を図ることで、地域間・世代間交流を活発化し、部落差別の解消に
努めます。

３．人権教育の推進
教員用に指導内容を整理した「部落差別の

解消に向けて～湯浅モデル～」を活用し、児
童生徒の人権意識を育みます。また、教員研
修の充実を図ることで、教育者としての資質
向上に努めます。

４．人権啓発の推進
次の人権啓発基本方針に基づき、町条例や

関係法令の周知、人権講演会等の充実に努め
ます。
【人権啓発基本方針】
①湯浅町人権尊重委員会やその他関係団体等と積極的に連携し、効
率的・効果的な啓発機会の増加を図り、「正しく知る」機会の提
供に努めます。

②部落差別に関する誤った認識を解消し、正しい理解を深めること
で「無関心」をなくすことに努めます。

③正しく知り、無関心をなくすことで、部落差別解消に向けた町民
一人ひとりの主体性を築くことができるよう努めます。
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５．モニタリング事業の推進
インターネット上の差別の助長・拡散を抑止することを目的に町職

員による差別書込み等の監視（モニタリング）を実施します。

６．調査等の実施
基本計画の見直しに際し、実施してきた教育や啓発等の施策に係る

効果検証が行えるよう町民意識調査等の必要な調査を適切な時期に実
施します。

７．部落差別解消のための推進体制等
上記の取組をより推進するために年次計画を策定します。年次計画

の実施にあたっては、必要に応じ町内関係機関、NPO法人、民間運
動団体等と連携し、部落差別の解消を推進します。
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部落差別解消のための達成目標 

取組内容等 令和６（2024）年度
現状値

令和 11（2029）年度
目標値

忌避意識
・結婚（「気にせず結婚に賛成」

の回答割合）
・土地（「まったく気にしない」

の回答割合）

結　婚：43.9％
土　地：41.8％
※令和２年度意識調査結果

結　婚：50.0％
土　地：45.0％

法令認知度
（「内容も知っている」の回答割合）
・部落差別解消推進法
・町部落差別をなくす条例

推進法：15.0％
町条例：14.7％
※令和２年度意識調査結果

推進法：20.0％
町条例：20.0％

総合センター、各文化会館の
利用者数

18,302 人 / 年
※令和５年度実績値 21,700 人 / 年
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